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　CEHSOCプロジェクトとは、医療・福祉に

おける地域・住民エンパワメントプロジェクト

（Citizen & Community Empowerment in 

Health and Social Care Project）の略称で

あり、医療と福祉に関連した住民と地域社会の

エンパワメントを学術的に検討するとともに

実践の場面との連携を追求していきます。例

えば、利用者の権限を高め意志決定を尊重する

ことはもとより、医療・福祉に関わる利用者

や地域社会の権限と力量を高めていくための

諸方策と実践のあり方を検討していきます。 

　本プロジェクトの主な資金は、日本生活協同

組合連合会医療部会からの奨学寄附金により

ます。本プロジェクトは、立命館大学人間科学

研究所を基盤とした文部科学省オープンリサーチ

センター整備事業「臨床人間科学の構築－対人

援助のための人間環境研究」に参加し研究を

行っています。 

CEHSOCプロジェクトについて 

各研究グループ（サブ・プロジェクト）の研究活動状況 

１．医療・福祉エンパワメントを促す社会制度
に関する研究（マクロレベル研究）

 

松田　亮三 
（立命館大学産業社会学部） 

　「制度」サブ・プロジェクトでは、2006 年

６月に成立した医療改革法がもたらす医療の

構造的変化について分析を深めてきました。

特に注目しているのは、「生活習慣病」に関 

CEHSOCプロジェクトには、５つの研究グループがあります。それぞれが今年度どのような

研究を進めてきたか、また今後の研究の展開について簡単にご紹介いたします。 
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連した健康診査の実施が保険者の義務となった

こと、また都道府県単位での保険者の運営が

追求されるとともに、都道府県単位での医療

費適正化計画が策定されることなどを受けて、

医療政策実施において都道府県の役割が重要

な位置になってきていることです。今後、こ

の改革をマネージド・ケアやパフォーマンス

評価という欧米での経験とも照らし合わせて

分析をさらに深めていきます。 

　もう一つは、「患者」に関する専攻研究に

ついて、系統的に収集し、分析を深めており

ます。欧米の研究を含めてある程度の収集と

分析が終わった段階で、説明つき文献リスト

などの形で発行を予定しております。 

　３つめの課題として、諸国における患者の

医療への参加に関する政策について検討して

おります。これについては、詳細領収書の発

行などについて若干の聞き取り調査を行いま

したが、今後さらに研究枠組みを明確化しつつ、

近い将来にフィールド調査を行うことを計画

しております。 

　最後に、ポストドクトラル・フェローの棟

居徳子氏の参加を受けて、健康権という観点

から、国家と人々の健康との関わりについて、

さまざまな社会保障制度のあり方も含めて検

討を始めております。 

 

２．非営利・協同組織における組合員（会員）の
「参加」の研究（メゾレベル研究）

 

秋葉　　武 
（立命館大学産業社会学部） 

　今年度は研究計画にもとづいて、生協の組

合員の「参加」の事例研究として、生協組合員

によって展開されてきたNPOおよびワーカ

ーズ・コレクティブに焦点をあてています。

本研究は、主に２つの方法を用いて実施され

ています。第１に、二次資料の収集分析です。

第２に、首都圏のNPO、ワーカーズ・コレ

クティブに対する関与型フィールドワークです。

組合員らは地域において、高齢者向けの配食サ

ービス、家事支援等を通じて地域福祉に一定の

影響を持つまでに至りました。しかし現在、

これら新しい組合員参加の形骸化が指摘され始

めています。 

　生協の組合員組織の内実化を志向して誕生

したこれら組織が、新たな停滞期を迎え、地

域社会における他アクターとの連携といった

新たな展開が求められています。 

　こうした問題意識のもとで、2006年５月19日、

CEHSOC定例研究会「生協組合員における

地域福祉への『参加』―ワーカーズ・コレク

ティブおよびNPO支援を通して―」を開催

しました。秋葉がコーディネーターを務め、

報告者として、本郷靖子氏（アズナチュラル

協同研究所所長）、大家けい子氏を招きました。

生協の現場経験の長い両氏から、それぞれ地

域や生協でどのような取り組みを行ってきた

のか、組合員参加の停滞とそれを打破する方

法について、討論を行いました。 

　研究を通じて、新しい課題が明らかになっ

たので、引き続き、これら課題を希求してい

きたいと考えています。 

 

３．地域エンパワメントに向けた地域福祉情報 
　　の活用に関する研究（ミクロレベル研究） 

小川　栄二 
（立命館大学産業社会学部） 

中川　勝雄 
（立命館大学産業社会学部） 

高橋　正人 
（立命館大学産業社会学部） 

　介護保険法が施行されてから５年半が過ぎま

した。2006年４月には大幅な制度改定が行な

われました。厚生労働省は、「概ね順調に推移

している」（2003年度版高齢者白書）と評価して

います。 

　しかし、相談援助領域でも本人や家族が「自

発的」援助を求めない、あるいは援助を「拒否」

する事態は指摘されてきましたが、介護保険

制度の申請による要介護認定やサービス利用

における契約型の仕組みが、このような人々

をサービスから遠ざけています。 

　「高齢者の援助拒否・社会的孤立・潜在化

問題研究会」（地域エンパワメントに向けた

地域福祉情報の活用に関する研究）では、昨

年度より、上記問題に直面している、介護支

援専門員が新規訪問で出会う高齢者の生活状

態についてのアンケート、民生委員や地域住

民が困っている課題などを明らかにすること

により、介護保険法がもっている課題のひと

つとして高齢者の援助拒否・孤立・潜在化に

対する「顕在化」の取り組みを検討しています。 

 

４．男性介護に関わるエンパワメント・プログラム
の開発研究（マクロ－ミクロレベル研究）

 

津止　正敏 
（立命館大学産業社会学部） 

斎藤　真緒 
（立命館大学産業社会学部） 

　男性介護研究会では、定期的に研究会を開

催し、男性介護に関する先行研究の講読、分析

を行ってきました。また、男性介護者をとり

まく環境や支援のあり方を考えるため、ケア

マネジャーやホームヘルパー等の支援者からの

聞き取りを行いました。 

　さらに、東京都荒川区にある全国的にも珍

しい男性介護当事者の会の例会に定期的に参

加し、その活動を調査してきました。 

　これまでの調査研究を通してできたネット

ワークを活用し、ジャーナリスト、男性介護

当事者、支援者らと2006年２月に公開シンポ

ジウム「男性介護から考えるこれからの介護

社会」を行い、男性介護者をとりまく現状、

支援について議論しました。また、今年度か

らは、研究者や学生、介護にあたる家族、支

援者らが参加し、男性介護の実態や問題を考

える公開研究会を行っています。 

　現在、日本生協医療部会と共同で「男性介

護者の介護実態に関するアンケート調査」を

実施しています。 

 

５．妊娠・出産に関わる当事者エンパワメント
の研究（ミクロレベル研究）

 

松島　　京 
（立命館大学人間科学研究所） 

小嶋理恵子 
（宮崎大学医学部看護学科） 

　私たちのプロジェクトでは「親になること」

の支援策をさぐっています。赤ちゃんが誕生

する際、その子を中心として家族関係や地域

関係は変化していきます。そして、子育て支

援が必要とされるいま、この時期にスポット

をあて、医療現場が積極的に子育て支援に関

わっていくことには、大きな意味があると考

えています。現在は、妊娠・出産を体験した

女性と男性とに、その当時の体験や思ったこ

となどを聞き取る調査をしています。親にな

るとはどういうことか？　どのようなケアを

受けたか？　医療従事者（医師・助産師・看護師）

との関係は？　……当事者の語りから、援助者

から受けるものの重要性とさらに必要とされ 
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るものが見えてきます。また、当事者とは女

性だけではなく男性も含まれます。これまで

あまり考えられてこなかった男性の子育て支

援の必要性と具体的方策についても、私たち

は研究しています。この研究が、子育てを社

会的なものとして考えるきっかけとなれば、

と思っています。 

ションを用いたコミュニケーション教育は、

患者にとって安全であり、間違いが許される

という点では学生にとっても安心して学ぶこ

とができるなど、医学生と患者、両方にメリッ

トがあるということを知ることができました。

OSCEという全国共用試験が導入されて、医

学生のコミュニケーション能力が評価される

ようになったものの、なぜ共感が必要か、な

ぜ患者の背景を理解する必要があるのかなど、

最も重要な点を学生が理解しないまま、マニュ

アル的な対応を覚えてしまう問題があるとい

うことは残念であると感じました。報告後は、

参加者それぞれの視点から意見が交換され、

時間を延長して充実した議論が行われました。

模擬患者は、私たち患者や市民が医療に参加

するための一つの手段です。患者や市民の意

見が反映される開かれた医療の実現へ向けて、

今後の発展を期待したいと感じました。（文責：

立命館大学大学院社会学研究科　松瀬房子） プロジェクトイベント報告 

今年度、これまでに開催されたプロジェクトの主なイベントについてご報告します。 

　2006年５月19日にCEHSOC定例研究会の

第４回目が開催されました。報告者はアズナ

チュラル協同研究所の本郷靖子さんと企業組

合キッチンとまと（ワーカーズ・コレクティ

ブの大家けい子さんです。生協組合員による

社会活動は1980年代に台頭して以降、いまも

なお注目を浴びています。地域福祉活動の現状、

そして組織運営における課題について、報告

していただきました。 

＜参加レポート＞ 

　生協の組合員活動をめぐる「参加」を考え

るにあたって、パルシステムグループと生活

クラブ生協をとりあげ、その取り組みについ

ての報告が行われました。まずパルシステム

グループについては、グループの全体像とこ

れまでの事業展開の流れや理念、そして今後

のビジョンなどの紹介がありました。「21世

紀型生協」の実現に向けて、ひとりひとりの 

「生協組合員による地域福祉への「参加」　　　　　　　　　　　  
　　　～ワーカーズ・コレクティブおよびNPO支援を通して～」 

2006年 5月 19日（於 立命館大学衣笠キャンパス 創思館） 

第４回 CEHSOC定例研究会 

本郷　靖子氏 
（アズナチュラル協同研究所所長） 

大家けい子氏 
（企業組合キッチンとまと（ワーカーズ・コレクティブ）職員） 

　2006 年 2月 3日にCEHSOC定例研究会の

第 3回目が開催されました。報告者は岐阜大

学医学部医学教育開発研究センターの藤崎和

彦先生です。いま、医師のコミュニケーショ

ン能力養成に力点を置いた医学生への教育が

注目されています。この教育が必要とされる

に至った背景と現状（教育現場での実践）、

そして今後の課題について、報告していただ

きました。 

＜参加レポート＞ 

　ロールプレイや模擬患者など、シミュレー

ションを中心とした医学生のコミュニケーショ

ン教育の現状と課題を、VTRを交えてわか

りやすく報告していただきました。 

　Shared decision makingとは、患者と医師

とが共に悩み、考えながら意思決定を行うプ

ロセスです。医療におけるコミュニケーショ

ンは、このような患者と医師との対話を重視

した医療を実践するための一つの技能として

位置づけられるようになりました。シミュレ 

「Shared decision makingを支える医師の能力養成の現状と課題」 

2006年２月３日（於 キャンパスプラザ京都） 

第３回 CEHSOC定例研究会 

藤崎　和彦氏 
（岐阜大学医学部医学教育開発研究センター） 
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組合員の暮らしに対応できる事業運営システ

ムの構築や、地域の人々がネットワークを形

成していける地域密着型の事業の展開などが、

ポイントとして挙げられました。これらを実

践していくにあたっての組合員のあり方や、

生協と行政・地域・個人との関わりについて、

各生協での具体的な事例を用いて説明いただ

きました。次に生活クラブ生協の事例では、

ワーカーズ・コレクティブをとりあげて、そ

の仕事と社会的目的について紹介いただきま

した。事業の概要や具体的な取り組み内容の

紹介、そして事例調査結果の発表が行われま

した。ワーカーズ・コレクティブの事業では、

地域での人と人との関わりを通して、地域全

体について、また個人の働き方・生き方につ

いて考え、社会づくりを行っていくことを目

的としています。事例調査結果からは、今後

の課題も挙げられました。このように現在の

具体的な取り組みを挙げることで、生協や地域、

個人のあり方についての検証が行われました。 

（文責：立命館大学産業社会学部 谷本千春） 

　2006年８月11日にCEHSOC定例研究会の

第６回目が開催されました。報告者は津市立

三重短期大学の長友薫輝先生です。国民健康

保険制度の現状と、そこから見えてくる格差

問題や医療制度のあり方について報告してい

ただきました。 

「国民健康保険制度の現状にみる格差社会」 

2006年８月11日（於 キャンパスプラザ京都） 

第６回 CEHSOC定例研究会 

長友　薫輝氏 
（津市立三重短期大学助教授） 

利用参加（狭義の医療参加）、運営参加に加え、

自主的参加、学習活動の５つの参加形態があ

ります。出資参加では、出資金が直接自己資

本として関連施設や設備等に結びつき、経済

的参加としての関わりを持ちます。出資金を

出すことは組合員の参加意欲と結びついてい

ます。利用参加は、患者として医療機関の利

用を支える活動という側面を持ち、「患者の

権利章典」を定めて様々な活動を組織してい

ます。例えば入院の時には、「症状について

の私の考え」や「終末期要望書」といった病

名の告知等に関する要望を患者が示す手続き

を準備し、本人の意思を最大限尊重するよう

努力が行われています。また、「虹の箱」と

呼ばれる職員に対する意見と要望を集約する

箱を設置し、毎日点検することによって患者

等の意見を汲み取り、常に改善やニーズに応

えられるようにしています。 

　最後に、医療生協さいたまにおける「参加

をめぐる自己課題」として、「権利意識の強い」

患者と共に医療をつくりあげる方策、医師・

患者間の信頼関係の構築、患者の強い想いに

より苦悩する医師に対するケア、が提示され

ました。また、質疑応答ではこの課題もふまえ、

組織運営の在り方や世代交代（若者の参加）

などについて、議論が交わされました。 

 今回の研究会を通じ、「医療生協さいたま」

では組合員20万人を抱える大きな組織故に成

り立つ医療事業であることを実感しました。

また我々が通常利用する医療機関とは異なり、

一歩踏込んだより利用者のニーズにあった医

療が実現されているように思いました。（文責：

立命館大学大学院社会学研究科 新山智基） 

＜参加レポート＞ 

　消費生活協同組合として医療事業を営んで

いる「医療生協さいたま」における、組合員・

利用者の参加がどのように行われているか、

そしてどのような課題を抱えているのかにつ

いて報告が行われました。 

　医療生協への組合員の参加は、出資参加、 

　2006年７月７日にCEHSOC定例研究会の

第 5回目が開催されました。報告者は医療生

協さいたまの斉藤民紀さんです。消費生活協

同組合として医療事業を営んでいる「医療生

協さいたま」における、組合員・利用者の医

療や介護への参加がどのように行われているか、

そしてどのような課題を抱えているのか、に

ついて報告していただきました。 

「組合員・利用者の医療・介護への参加　　　　　　　 
　　　　　　　～医療生協さいたまの現状と課題～」 

2006年７月７日（於 立命館大学衣笠キャンパス 創思館） 

第５回 CEHSOC定例研究会 

斉藤　民紀氏 
（医療生協さいたま専務理事） 
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とは異なる新たな課題がそこには含まれてい

ます。男性介護者に焦点を定め、その背景と

現状、そして今後の課題について、各報告者

により報告及び討論をしていただきました。 

＜参加レポート＞ 

　男性介護研究会では、「男性介護に関わる

エンパワメント・プログラムの開発研究」に

取り組んでいます。今回のシンポジウムでは、

基調講演に介護や福祉の取材を一貫して続け

てきた日本経済新聞社編集委員浅川澄一氏を

お迎えしました。また、パネルディスカッショ

ンでは、介護当事者として富田秀信氏、男性

介護のセルフヘルプ活動をしている荒川不二

夫氏、支援者としてケアマネジャーの阿部未

知氏をお迎えしました。 

　浅川氏は、ジャーナリストとしてみた家庭

内や職業としての男性介護者の実態、その際

の課題や可能性について述べるとともに、「介

護は極めて日常的なものであり、当事者が望

む介護をしていくことが大切である。男性介

護者の増加によって当事者の自由選択が広ま

ればよい」と語られました。 

　富田氏は、仕事をしながら行った介護経験

から、「男がタテ社会（職場）からヨコ社会

へ参画することが必要である」と語られました。

荒川氏は、男性介護者の会立ち上げのきっか

けや活動内容についてお話いただくとともに、

男性介護の固有の困難性について触れ、「男

には男同士でしか話せない介護の悩みがある。

男が悩みを話し合い支えあえる男性介護者の

会を京都にも作ってほしい」と語られました。

　安部氏は、訪問介護の現場でのさまざまな

事例を提示しながら、男性介護者の現状を語っ

ていただきました。また、その中で、高齢で

妻を介護している井水さんを紹介されました。

井水さんは、老々介護の実態を語るとともに、

「日々介護のつらさや難しさを感じ、心身と

もに疲れ果てている。気持ちにゆとりがもて

るような介護をしたいができない状況にある」

と訴えられました。 

　討議では、パネリストのほか、医療生協関

係者や現役ヘルパーの方からの発言がありまし

た。ヘルパーの方からは、「家庭内での男性介

護者の苦労や問題は、生活経験のなさによるも

のであり、サービスが足りないことも関係して

いる」との意見がありました。また、ヘルパー

としての男性介護者の問題も指摘されました。 

　コーディネーターである津止教授は討議の

まとめにあたり「男性介護に着目することに

よって、さまざまな問題が普遍化されていく

ことがわかる。今後予定している全国調査に

よって、男性介護者にあらわれる特徴的な問

題や介護全般の問題を把握し、社会的支援の

しくみや政策提言をおこない、これからの介

護社会についてさらに考えていきたい」と語

られました。（文責：立命館大学大学院社会

学研究科 秋田範子） 

　2006 年 2月 18 日に「男性介護研究会」主

催による男性介護をテーマとしたシンポジウ

ムが開催されました。いま、家庭内で男性の

介護者が増えています。これまでの介護問題 

「男性介護から考えるこれからの介護社会」 

2006年２月18日（於 立命館大学 創思館カンファレンスルーム） 

シンポジウム 

浅川　澄一氏 
（日本経済新聞社編集局） 

荒川不二夫氏 
（荒川区男性介護者の会） 

阿部　未知氏 
（東九条訪問看護ステーション所長） 

富田　秀信氏 
（介護当事者） 

＜参加レポート＞ 

　国民健康保険制度の現状について、国保加

入者の格差の現状や医療制度改革に関する議

論を踏まえてご報告いただきました。 

　1961年に「国民皆医療保険」の体制が整備

されて以来、国民健康保険制度はこの体制を

支えるセーフティーネットの役割を果たして

きましたが、近年この「国民皆医療保険」の

「空洞化」が問題視されています。「空洞化」

の原因に国保料滞納の増加が挙げられますが、

この背景には、国保料の保険料率設定が高率

設定であること、また算出方法の変更によっ

て低所得層への負担が増加したことなど、国

保加入者の実態にそぐわない制度運営が指摘

されています。また、滞納が長引くと「資格

証明書」が交付されますが、これは実際には

無保険状態と同様であり、「皆保険」の趣旨

に反するものです。 

　また、近年の医療制度改革による患者負担

増は、間接的に国保料滞納者を増加させる危

険性が指摘されています。また、保険者の広

域化や後期高齢者医療制度の創設に関する議論、

また生活保護制度の改革案は、国保制度の今

後に大きな影響と変化をもたらすものです。 

　これらに対して、国保加入者の実態に応じ

た制度改革、また「国民皆保険を堅持」しな

がらより良い医療制度に向けた改革、そして

そのための議論を積み重ねることが重要であ

るとご指摘されました。報告後は、会場から

多くのご質問・ご意見があり、改めて国保や

医療制度改革に対する関心の高さと議論の場

の必要性を感じました。 

（文責：立命館大学人間科学研究所 棟居徳子） 
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した。ここでは、2002年にシカゴを襲った熱

波の事例を挙げ、熱波による死亡には年齢な

どの個人レベルの要因以外に、日常的な付き

合いのあり方とそれに関する地域状況などの

要因も深く関わっていることを示されました。 

　第一生命経済研究所ライフデザイン研究本

部副主任研究員である松田茂樹氏には、「子

育てネットワークと母親の健康」についてご

報告いただきました。母親の子育てに関する

不安は、子どもの発育に影響を及ぼし、また

少子化の一つの要因ともなっています。した

がって、現在、母親を支援する子育てネット

ワークが必要とされています。そこで、本報

告では、どのようなネットワークがより効果

的に母親を支援できるのかという点について

報告いただきました。報告者が実施した調査

の結果、社会階層・育児期からの逸脱・少子

化の進んだ地域が母親の孤立の原因であるこ

とがわかりました。母親の孤立をなくすこと

が最も肝心ですが、逆に密接すぎる人間関係

も悪く、適度な自由が確保された、適度な

（moderate）なネットワークを強化・拡大す

る必要があると報告されました。 

　立命館大学文学部の中谷友樹助教授からは、

「日本における健康の地理的格差について」

という題目でご報告いただきました。まず、

健康と所得の関係について、日本とイギリス

を比較した調査研究の結果、両国において所

得と死亡率には相互関係があることを報告い

ただきました。また、東京における健康格差

に関する調査では、東京では健康格差が存在し、

健康に関する地理的格差は、職業的格差と関

連するが、職業だけで健康格差を説明するこ

とはできないという結論に達したことを報告

いただきました。 

　最後に、サセックス大学地学部のアンソニー・

フィールディング教授（立命館大学客員教授）

から、「近隣社会の日英比較」という題目で

ご報告いただきました。報告者は、日本には

格差と社会的地理（social geography）の関

係はないという研究報告に疑問を持ったこと

がきっかけで、日本における社会的格差・階

級と地域に関する研究を始められました。そ

の研究の中で、日英にはいくつかの違い、つ

まり、①通勤費支給の有無、②家屋の寿命、

③「家」の社会的意味、④土地利用計画、⑤ジェ

ントリフィケーション、⑥他人種の市内への

集合、⑦日本は相対的に平等社会であること

を指摘されました。しかし、日本でも階層と

居住地域との関係が認められることを示され

た上で、社会的格差と健康と地域との関連に

ついて検討する理論の枠組みについても報告

されました。 

　報告後の質疑応答の時間や途中のブレイク・

タイムでは、40名の参加者を交えて盛んな議

論が展開され、今後の日本での研究展開や社

会ネットワークと近隣のあり方の関係など、

多くの論点が活発に議論されました。 

（文責：立命館大学人間科学研究所 棟居徳子） 

＜報告者・報告テーマ＞ 

１．イチロー・カワチ（ハーバード大学公衆衛生大学院 教授） 

　　「近隣社会・社会関係資本・健康」 

２．松田茂樹（第一生命経済研究所 ライフデザイン研究本部 副主任研究員） 

　　「子育てネットワークと母親の健康」 

３．中谷友樹（立命館大学文学部 助教授） 

　　「日本における健康の地理的格差について」 

４．アンソニー・フィールディング（サセックス大学地学部 教授／立命館大学客員 教授） 

　　「近隣社会の日英比較」 

＜参加レポート＞ 

　まず、ハーバード大学公衆衛生大学院のイ

チロー・カワチ教授からは、「近隣社会・社

会関係資本（social capital）・健康」というテー

マでご報告いただきました。報告では、最初

に社会ネットワークと社会の関連性について、

結婚の社会的影響を例に、そのメカニズムに

ついて説明いただき、その後、近年社会学や

経済学で議論されている社会関係資本（social 

capital）について、主に社会的結合（social 

cohesion）の側面に着目して説明いただきま 

　2006 年 10 月 27 日、CEHSOCプロジェク

トは、立命館大学歴史都市防災研究センター、

同産業社会学会及びソーシャル・キャピタル・

リサーチ・ネットワークと共催で、国際ワー

クショップ「社会ネットワーク・近隣社会と

健康の関係を探る」を開催しました。近年、

社会のあり方の個人の健康に与える影響につ

いて、関心が高まっており、社会学、地理学、

疫学などの学際的なアプローチによって多く

の研究が進められています。このワークショッ

プでは、日英米から 4名の研究者を招いて、

社会ネットワークと健康、または近隣社会と

健康の関わりについてご報告いただきました。 

「社会ネットワーク・近隣社会と健康の関連を探る」 

2006年 10月 27日（於 立命館大学 歴史都市防災研究センター） 

国際ワークショップ 
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　はじめまして、棟居徳子です。2006年８月

１日より、立命館大学人間科学研究所のポス

トドクトラル・フェロー研究員に着任いたし

ました。今後、CEHSOCプロジェクトに関

わります業務を担当させていただきます。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

　ここで簡単に自己紹介をさせていただきた

いと思います。中央大学法学部を卒業後、金

沢大学大学院に進学し、2006年 9月に博士課

程を修了いたしました。専攻は社会保障法で、

主に健康権保障に関する研究を進めてきました。 

　CEHSOCプロジェクトでは、「医療・福祉

エンパワメントを促す社会制度に関する研究」

グループに属し、健康権保障の観点から、医療・

福祉における人々の参加とエンパワメントに

ついての法理論形成に取り組んでいきたいと

思っております。 

　CEHSOCプロジェクトは、他分野の研究

者との学際的な議論を通して、マクロ研究か

らミクロ研究まで幅広く取り組んでおり、と

ても刺激的な研究環境です。PD研究員の期

間に、さらに視野を広げ、かつもう一歩深く

踏み込んだ研究ができるよう精進してまいり

たいと思いますので、どうぞよろしくお願い

致します。 

　2006年８月にCEHSOCプロジェクト室は、

立命館大学衣笠キャンパス創思館３Ｆ 315号

に移転しました。 

新ポストドクトラル・フェロー着任のご挨拶 

新プロジェクト室のご案内 

棟居　徳子（むねすえとくこ） 


